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1 .平成22年度自動車交通騒音の状況

環境省は、平成22年度に行われた自動車騒音常時監視(騒音規制法に規定される都道府

県及び騒音規制法上の政令市により自動車騒音の状況が監視されるもの。)の報告に基づ

き、全国の自動車交通騒音の状況について取りまとめた。その概要は次のとおりである。

(出典・平成22年12月22日環境省発表資料「平成22年度自動車交通騒音の状況についてJ)

I 平成22年度自動車交通騒音の状況の概要

1 自動車騒音常時監視の実施状況

自動車騒音の常時監視は、都道府県等が自動車騒音対策を計画的に行うために地域の騒音を経年的に

監視することが必要であるとして平成12年度から実施しています。監視に当たっては、「騒音規制法第18

条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準(平成17年6月)Jに基づき、平成

18年度以降、原則として 5年間で対象となる地域全体の評価を行うこととし、計画的に評価対象地域を

広げてきているところです。平成22年度はその 5年目に当たることから、全国の自動車騒音の状況を概

ね網羅したものとなりました。

平成22年度は、全国179地方公共団体において、環境基準の達成状況の評価が実施されました。評価の

対象は、道路に面する地域における延長35，903km、5，759千戸の住居等です。なお、評価の対象となる住

居等は、道路端から50mの範囲にあるものとしています。

2.環境基準達成状況

(1)全体の状況

評価対象の全戸数である5，759千戸のうち、昼間.(6 時~22時)又は夜間 (22時~6 時)で環境基準を

超過していたのは499千戸 (9%)であり、昼夜間とも環境基準を超過していたのは248千戸(4%)でし

た。

幹線交通を担う道路に近接する空間における2，398千戸のうち、昼間又は夜間で環境基準を超過してい

たのは335千戸 (14%)であり、昼夜間とも環境基準を超過していたのは162千戸 (7%)でした。

環境基準の達成状況の経年変化は、各年で評価の対象としている住居等の違いを考慮する必要はあり

ますが、報告された範囲では近年緩やかな改善傾向にあります。

(2 )道路種類別の状況

全体を道路種類別に分けて集計したところ、昼間又は夜間で環境基準を超過していた割合が最も高か

ったのは都市高速道路であり、 47千戸のうち8千戸(17%)でした。

これらの状況は後日、(独)国立環境研究所が運営するインターネットサイト「全国自動車交通騒音マ

ップ〔環境GIS自動車交通騒音実態調査報告)Jにおいても、地図と共に情報提供します。

インターネットアドレス

http://胴 w-gis.nies.go..iロ/noise/car



E 【平成22年度自動車交通騒音の状況I

( 1 )自動車騒音常時監視の実施状況

1 )施行状況

自動車騒音常時監視は、騒音規制法に規定され、都道府県及び騒音規制法上の政令市(特別区を含

む。)が自動車騒音の状況を監視し、環境省へ報告するものである。自動車騒音常時監視は、騒音規制

法の改正により平成12年度に96地方公共団体で始まったが、新たな中核市・特例市の誕生等に伴い、騒

音規制法上の政令市の数が年々増加し、平成22年度は179地方公共団体 (47都道府県、 19政令指定都市、

40中核市、 41特例市、 32その他の騒音規制法上の政令市(特別区を含む。))において行われた(図 1)。

自動車騒音常時監視では、騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)に基づいて、道路

に面する地域における環境基準の達成状況の評価を実施することとしており、自動車騒音の状況把握

の必要に応じてJ騒音の測定を行うこととしている。ここで評価の対象となる範囲は、道路端の両側

から50mの範囲にある住居等としている。平成22年度は179地方公共団体において、環境基準の達成状

況の評価が実施された(表 1)。
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図 1 自動車騒音常時監視を実施する地方公共団体数の推移

表 1 自動車騒音常時監視を実施した地方公共団体(平成 22年度)

種別
地方公共団体名

。内は団体数

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、

都道府県(47) 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、

佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

政令指定都市 札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、
(19) 名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市

旭川市、函館市、青森市、盛岡市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、川越市、 | 
船橋市、相市、横須賀市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、

中核市(40) 豊田市、大津市、高槻市、東大阪市、姫路市、西宮市、尼崎市、奈良市、和歌山市、倉敷市、
福山市、高松市、松山市、高知市、下関市、久留米市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、

鹿児島市

八戸市、山形市、水戸市、つくば市、高崎市、伊勢崎市、太田市、)11口市、所沢市、越谷市、

春日部市、草加市、熊谷市、小田原市、大和市、平塚市、厚木市、茅ヶ崎市、長岡市、上越市、
特例市(41) 福井市、甲府市、松本市、沼津市、富士市、春日井市、一宮市、四日市市、豊中市、吹田市、

枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、岸和田市、明石市、加古川市、宝塚市、鳥取市、呉市、

佐世保市

その他の騒音規
一関市、目立市、土浦市、ひたちなか市、桐生市、松戸市、君津市、千代田区、中央区、港区、

制法上の政令市
新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区4

(32) 
中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、

上岡市、多治見市



2)評価の対象とされた道路・住居等の状況

平成22年度は、延長35，903kmの道路(高速自動車国道1，305km、都市高速道路114km、一般国道

12，546km、都道府県道20，307km、4車線以上の市区町村道1，597km、その他の道路35km)に面する地域

について、 5，759千戸の住居等を対象に、環境基準の達成状況の評価が実施された(図 2)。

47都道府県が全体データに占める割合は、上位10都道府県で7割を占める(表2)。平成21年度に

比べて評価対象は、道路延長で5，002km、住居等で687千戸増加している。

道路種類別に評価区間(評価の実施に当たり、自動車騒音の影響が概ね一定とみなせる区間に分

割したもの。)の延長を集計したところ、総延長に対する各道路の害IJ合(抽出率)は、 O.2~22. 9%で

あり(表 3)、一般国道がもっとも高く、市区町村道がもっとも低くなっている。

評価区間の総数は20，161区間で、評価区間の平均延長は1.8 (km/区間)であった(表4)。
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図2 自動車騒音常時監視における評価対象数約

表2 都道府県別の評価対象住居等割合 表3道路総延長に古める評価延長の割合引

評価対象住居等 道路種類
総延長制 評価区間 割合

都道府県名
(km) 合計(kml (抽出率)

戸数 全国に占 品速自動車国道 .7.642 1.305 17. 1唱
(千戸) める害'IJ合 都市晶速道路 747 114 15.2唱

1.大阪府 815 14.2見 般国道 54. 790 12.546 22. 9唱
2.東京都 594 10.3見 都道府県道 129. 377 20.307 15.7首
3.北海道 444 7.7% 市区町村道 1.016.058 1.597 0.2目
4.神奈川県 416 7.2% その他の道路 35 
5.愛知県 409 7. 1目 言十 35. 903 
6.福岡県 348 6目 O目 表4道路種類別の評価区間の数と平均延長引
7.兵庫県 297 5.2国
8.埼玉県 218 3. 8略 道路種類 評価区間 評価区間 平均延長

9.静岡県 187 3.2略
延長(kml 数(区間) (km/区間)

10.千葉県 156 2. 7目 高速自動車国道 1.305 932 1.4 

その他(37府県1 1. 875 32.6目 都市高速道路 114 99 1. 1 

計 5. 759 100.0百 一般国道 12. 546 7.214 1.7 
都道府県道 20. 307 10.481 1.9 

二E事F弔F吾|市区町村道

主2坐皇道監
計

-平成 12年度は、道路種類別内訳が不明。

・端数処理の関係、で、合計値が合わないことがある。

-出典道路統計年報 2010 (平成 23年 2月国土交通省)より。

・都市高速道路(首都高速道路、阪神高速道路、名古屋高速道路、福岡高速道路、北九州高速道路、広島高速道路)

の延長は、各管理会社HPより算出。都道府県道と市区町村道延長と重複計上。

※l 

※2 



( 2 )環境基準の達成状況

1 )全体の状況

全体で集計したところ、評価の対象とされた5，758. 5千戸のうち、 昼間 (6時.-....，22時)又は夜間 (22

時.-....，6時)で環境基準を超過していたのは498.7千戸 (8.7%)であり、 昼夜間とも環境基準を超過し

ていたのは247.9千戸(4.3%)であった(図 3)。

幹線交通を担う道路に近接する空間約の基準値が適用される地域における2，397. 8千戸について、

昼間文は夜間で環境基準を超過していたのは335.1千戸 (14.0%)、昼夜間とも環境基準を超過してい

たのは161.9千戸 (6.8%) となっている。

一方、非近接空間約における3，360.7千戸について、昼間又は夜間で環境基準を超過していたのは

148.0千戸 (5.0%)、昼夜間とも環境基準を超過していたのは86.0千戸 (2.6%) となっている。
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図3 環境基準の達成状況の評価結果(全体)

2)道路種類別の状況

全体を道路種類別に分けて集計したところ、 昼間又は夜間で環境基準を超過していた割合がもっと も高

かったのは都市高速道路であり、 46.6千戸のうち7.8千戸 (16.7%)であった (図4)。
単位上段住居等戸数(千戸)

下段 (比率(%)) 
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図4 環境基準の達成状況の評価結果 (道路種類別・ 全体)

※3 下線ーー付きの語句の説明は、本資料の末にある。



道路種類別に、幹線夜通を担う活路にi仔接する空間、韮近盤室盟別に集計した結果を、図5、図6に

示す。幹線交通を担う道路に近接する空間において、昼間又は夜間で環境基準を超過していた割合が

もっとも高かったのは、一般国道で、 688.8千戸中141.6千戸 (20.6%)であった。また、非近接空間

において、昼間又は夜間で環境基準を超過していた割合がもっとも高かったのは、都市高速道路で、

30.9千戸中4.7千戸 (15.3%)であった。
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下段

住居等戸数(千戸)
(比率(軸)) 

20% 30覧 40覧 50弘 60% 70指 80% 90略 100略

ロ昼夜主も 図昼のみ 圃夜のみ 日昼夜とも
基準値以下 基準値以下 基準値以下 基準値超過

1.6 
(5.4) 

16.0 
(3.7) 

図5 環境基準の達成状況の評価結果(道路種類別・幹線交通を担う道路に近接する空間)

高速自動車国道
[52.6千戸]

都市高速道路
[30.9干戸]

一般国道

[981.3千戸]

都道府県道

[1.887.8千戸]

市区町村道

[468.0千戸]

0% 10% 

[ ]肉は、評価対象

住居等戸数

20% 30% 40児 50% 

単位上段

下段

60覧 70%

住居等戸数(干戸)
(比率(柿)) 

8叫 90施 100弘

白昼夜とも 困昼のみ 圃夜のみ 白昼夜とも
基準値以下 基準値以下 基準値以下 基準値超過

図6 環境基準の達成状況の評価結果(道路種類別・非近接空間)

36.8 
(3.8) 

34.7 
(1.8) 

8.8 
(1.9) 



3)複合断面道路の状況

全国で評価の対象とされた住居等のうち、翠全監亘道E皇制に面する地域にあるとされた188.1千戸

について集計した結果を図 7に示す。昼間又は夜間で環境基準を超過していたのは41.6千戸 (22.1%)

であった。

幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値が適用される地域における81.7千戸について、昼間

又は夜間で環境基準を超過しでいたのは23.0千戸 (28.1 %)、昼夜間とも環境基準を超過していたの

は15.9千戸 (19.5%) となっている。

単位上段住居等戸数(千戸)
下段 (比率(拍)) 

O弘 10略 20略 30% 40弘 50克 60% 70弘 80覧 90% 100出

全国
[188.1干戸]

うち、幹線交通を担う
道路に近接する空間

白1.7千戸]

非近接空間

[106.5千戸]

[ 1内は、評価対意
住居等戸数 口昼夜とも 回昼のみ ・夜のみ 日昼夜とも

基準値以下 基準値以下 基準値以下 基準値超過

図7 環境基準の達成状況の評価結果(複合断面道路に面する地域)

4)経年変化の状況

平成12年度から平成22年度までの、環境基準の達成状況の経年変化を図8に示す。各年で評価の

対象としている住居等の違いを考慮する必要はある蜘が、環境基準の達成状況は、近年を比較すると

緩やかな改善傾向にある。

ロ昼夜とも 白星のみ 圃夜のみ ロ昼夜とも
基準冊以下 3基準値以下 基準値以下 基等価超過

図B 環境基準の達成状況の評価結果(全国・

※3 下線一一付きの詩句の説明は、本資料の末にある。

※4 r騒音規制法第 18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について(平成17年日月

29日付け環境省環境管理局長通知)Jに基づき監視の実施計画を策定しており、原則として平成 18年度以降5年で監

視の対象となる地減全体の評価を行うこととしている。



(3 )騒音測定の地点における状況

幹線交通を担う道路に近接する空間のうち、環境基準の類型が当てはめられている地域にある測定地点

における、昼間と夜間の騒音測定結果について、環境基準の基準値と比較判定したものを図9及び図 10

に示す。

昼間に環境基準の基準値(65c1B)を超過する割合がもっとも高かったのは一般国道であり (36.側、 2，787 

地点中 1，003他前、 6cIB以上超過する割合がもっとも高かったのもー般国道であった (2.師、 2，787地点

中59地点)。

夜間に環境基準の基準値(65c1B)を超過する割合がもっとも高かったのは一般国道であり (46.3臣、 2，787 

地点中 1，291地点)、 6cIB以上超過する割合がもっとも高かったのも一般国道であった (12.師、 2，787地

点中 338地点)。

なお、図 9及び図 10に示される値は個別の住居等へ到達する騒音の状況を示したものではなく、環

境基準の達成状況を表すものではない。

0覧 10% 20略 30略 40% 50箱 60% 70% 80% 90包 100%

測定地点合計
[7，388地点]

高速自動車国道

[211地点]

都市高速道路

[13地点]

一 般 国 道

[2，787地点]

都道府県道

[3，603地点]

市区町村道

[774地点1

|口基率直以下回 1-5咽醐・6叶 O咽超過・ 11叫よ超過|

図9 幹線交通を担う道路に近接する空間にある地点における騒音状況(昼間)

。略 10箱 20完 30覧 40喝 50% 60% 70附 80喝 90箱 100%

測定地点食針
[7，388地点]

高速自動車国道

[211地点]

都市高速道路

[13地点]
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朗

園
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問
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臥

市区町村道

[774地点]

|ロ騨値以下回 1-同超過聞ト1回超過圃 11<"以上超過|

図 10 幹線交通を担う道路に近接する空間にある地点における騒音状況(夜間)



本文中の用語の説明について

「幹線交通を担う道路J 高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道、 4車線以上の市区町村道としている。

「幹線交通を担う道路に近接する空間」 次の車線数の区分に応じ道路端からの距離により範囲が特定されるロ

.2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 1 5メートノレ

. 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートノレ

「非近接空間J 幹線交通を担う道路に面する地域のうち、幹線交通をま旦う道路に近接する空間を除く地滅。「幹線交通を担

う道路に近接する空間」の背後地にあたる。

「複合断面道路」 複数の道路により断面が構成される道路
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ス回 I~

車用日乗6，000 
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4，000 
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1::1 

::1 
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5678910111213141516171819202122 

年度

盟金i

二輪車他小型貨物車普通貨物車，¥ 車乗用 ス

531 1，271 227 23 5，813 平成22年度

乗用車には軽乗用車を含む。
小型貨物車には軽貨物車を含む。
小型特殊、原付二種及び原付一種は含まず。

(注)1.
2. 
3. 

「自動車輸送統計年報Jより作成出典国土交通省



4.現在の自動車騒音測定方法

自動車に係る騒音規制は、最も騒音の大きい加速時に発生する騒音を対象とした加速

走行騒音、通常の定常走行時に発生する騒音を対象とした定常走行騒音、停車時にマフ

ラーから発生する騒音を対象とした継続検査や街頭検査での測定に適した近接排気騒音

'の 3種類の測定方法による規制を行っている。

①加速走行騒音、定常走行騒音

測定終了地点

7.5m 

マイクロホン

地上1.2m左側

10m 

マイクロホン設置地点

ia-t「

控

守

一

伺
面
一

勧
路
一

閃
用
一

ο
験
一

山
試
一

例

音

お

騒
D

外

山

車

車両 :中心撮

[加速走行騒音測定の進入速度]

測定開始地点からはフル加速。

事 種 進入速度

軽二輪車・原付第二種 4 0 km/h 

原付第一種 2 5 km/h 

四輪車・小型二輪車 5 0 km/h 

ただし、原動機の最高出力時の回転数の

75%の回転数で走行した場合の速度が、

上記の速度に満たない車両にあっては、

その速度とする。

10m 

測定開始地点

[定常走行騒音測定の走行速度]

車 種 走行速度

軽二輪車・原付第二種 4 0 kmlh 

原付第一種 2 5 kmlh 

四輪車・小型二輪車 5 0 kmlh 

!ただし、原動機の最高出力時の回転数の

!60%の回転数で走行した場合の速度が、

|上記の速度に満たない車両にあっては、

!その速度とする。

自動車騒音測定方法(加速走行及び定常走行騒音)



② 近接排気騒音

一定の原動機回転数において、排気管からの排気流の方向に対し 45度、排気管の関口

部中心から O. 5 m離れた位置の排気管の高さで測定する。

-原動機の回転数

[四輪車1:最高出力時の回転数の 75%の回転数

I二輪車1:最高出力時の回転数が 5，000回転を超える場合は、最高出力時の回転数の 50

%の回転数(その他の場合は 75%の回転数)

一一一一・→ー・+.排気流方向
ーーーーー一-十排気流方向

自

己

八

排気管の関口部がよ向きの場合を示す

自動車騒音測定方法(近接排気騒音)
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(治 1定常走行騒音の46輔捌の欄中( )内回数値は、蹴強主lil.t瑚定位置の変更による現行糊胞の換算値査示す。
2. [ 1内は、規掴牌を元可。
3. (( ))内は、定常走行騒晋にあっては旧規制値の揖轟儲からの自晦組、近接型携騒音汲訪臓忌笥軍諸にあっては日規制直からの曲線置を示すa

4. ( )内土、リヤエンジン車を示す。
5元竿革論l以前については、 r150キロワット」を 12田馬力」と説み替える.
6.;rrJ剣唆盟諸規制:l:.H陪議軒貌鮒に替えて導入された。
7.;rrJ鋭気騒音の繍胞の欄仲、使用過程寧についての「新車と同」とは、車積ごとに新車時に適用された数値と同じ動闘えその輸液用過程に入つTポ闘とおいても適用されることを示れ



6.二輪車圏内生産台数及び販売台数の推移

7，∞0，∞o 

a∞0，∞0 

5，∞0，∞0 

4，∞0，∞0 

3，∞0，∞0 

2，【氾0，000

1，∞0，∞D 

2，500，∞D 

2，000，【旧日

1/500，∞D 

1，∞0，∞o 

5∞，∞o 

二輪車圏内生産台数推移

二輪車圏内販売台数推移

出展:日本の自動車工業2010((社)日本自動車工業会)



7.世界二輪車生産台数推移及び圏内4社世界販売状況

(単位・万台)

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

。
2002 

欧州，623

竺つ

湾建7

世界二輪車生産台数推移 米その他"、アメリカ(20冊1田7.2010)、イラン('∞，-，田4，

イスラエル('α町、モロシコ('凹5，の合計.

|園毘本園欧州口南米ロアジ7-その他ー固肉4社合計|
出典:自工会

2003 

守.I"j.~

2004 2005 Z∞6 2007 2008 

圏内4社世界販売状況(二輪車)

、 ， 
a 

b 
d 

2∞9 T10 年

出展ー(社)日本自動車工業会メーカーヒアリングより抜粋



8.都内幹線道路走行時における速度頻度分布

小型ニ輪自動車

8 
• 20.0 

.040.0 

35.0 

30.0 

25.0 

15.0 

10.0 

5，0 

。。

軽二輪自動車

。-5 5-10 10-15 15-20- 20-25 25-30 30-35 35-<40 40-45 45-50 50-55 55-60 60但 65 65-70 70 白白白75 75-80 

混血宜供m/吋

40.0 

36.0 

30.0 

25.0 

s H2白 O

15.0 

10.0 

..0 

。。

'‘。。
35.0 

30.0 

21:>.0 

，.。
'0。
..0 

。。

。。
2
 

後

mu--単調

。-5 5-10 司0-15 15-20 20-26 25-30 30一 間 35-<W 40-45 46-回開_，.開-(10 00-時間-70 70-75 75一回

組属 。処刑/叫

第二種原動機付自転車

。-6 tj:-l0τ。ーτ6 16-20 20-25 25-30 30-35 35-40 4()-4S 45-150 50-55 515-60 60-65 .65ー70 70ー7. フ6-80
.... (krnノh)

第一種原動機付自転車
40.0 

35.0 

30.0 

215.0 

1'::;，0 

冒0.0

0.0 

。。
0-15 !5叶o ，。叶1) 15-四 20-2!5 25-30 30司回 目叫。 帽ー柑 柑-l)Q 150ー日 55-00 80-05 05-70 70叩 715 75町田

調.'"0ぺ"、/h)



9.不適当に騒音を発出する制御の事例

Acceleration versus vehicle speed 
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a
 巴亜日。
。旬 却 調咽~即 市 回 田 t田

同胞fupu<lv_AAilIkn由

一一問。剛山山町棺 z 
I Flgu，e2 I 'IW.ザ

試験条件の50kmlhでの加速度を制御した例
(ドイツTUV調べによる.車種等は非公表)

(出典)UN・ECEIWP29GRB47会議資料

(2008年2月19-21目)

95 

r 
• vehlcle 60， orlgin剖

↓ ロ vehlcle60， muffler 2， ECE 「185??叩ー5吋
mode 

R' =0.9928 

↓ 
• vehlcle 60. muffler 2， 111句置I

レ/
府、。de v A vehlcle 60， comblned v 

園 園 圃 logari由mlsch
E 

↓ 一一L何回r(vehide60， origlnal) I~ 
レ/

トー-umugfandMth2m.i1l帥l珂a作1m曲Midee}田， 出d
レ珂 J--" 

ν .... 

|〆 ぽ五~ r=~。叫x+回出
R~ = 0.9636 

• ro ~... 

...司E

l_rrJ担 S附 d間 362-2
vehlc1e 60， wot pass-by 

I . . . . I . . . . I 

105 

100 

主 m
囚-

2 

] 85 

80 

75 

70 
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

engine speed in min-1 

海外での交換マフラー装着車におけるエンジン回転数と騒音レベルの関係の例
(加速走行試験でのエンジン回転数を超過した領域で"lIIegalmode"となる.) 

(出典)UN・ECEIWP29GRB45会議資料

(2007年2月20・22日)



10.市街地走行におけるエンジン回転数及びアクセル開度

小型二輪(5MT車、 PMR=71.6[kW/tJ) 軽ニ輸(6MT車、 PMR=111.1[kW/tJ) 

150362-21立、 3速と4速
のギア段により測定

ーム
「

-I'l 40.0 
f、
r~ 

20.0 

∞ 20.0 40.0 60.0 凪o 1∞c 
正規化エンジン回転数(%)

(直線は各ギヤで50[km/h]走行時の回転数を示す。)

原付2種(CVT車、 PMR=34.9[kW/tJ)

1∞o 

〔阻O

誤
〕

選60.0

」
『

ま唱。

'" 
20.0 

。。
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 1∞o 

正規化エンジン回転数(%)

原付1種(CVT車、 PMR=19.5[kW/t])

1由。

の
ν曲

〔

J
F〕

。
。

回

相

側
医
会
中
あ
ト

20.0 

(10 
叩 20.0 40.0 60.0 曲 o 100.0 

正規化エンジン回転数(%)

注・小型二輪及び軽二輪については、 45:<V<55[km/h]かつa>O[m/s2]のデー夕、原付2種及び1種につ
いては、 35<V<45[km/h]かつα>O[m/s2]のデータを解析

=頻度は正規化エンジン回転数・アクセル開度とも5%のメッシュでの出現割合を示す。



11.市街地走行におけるエンジン回転数及び加速度頻度分布

R 
当日
E 

〕

{担H
F調印
字ヨ

の

υ
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υ
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〔
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M凹
岡
市
黒

小型二輪(5MT車、 PMR=71.6[kW/t])

5.0 

軽二輪(6MT車、 PMR=111.1fkW/t])

含1
2.0 ，~"r""'" 
1.9 娯 J亘
1.9 (%) 
1.7 
1.5 

'11伺4
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
0.9 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 

50 

4.0 

〕Tc『E、3.0

悩警2.0 

1.0 

4.0 

1.0 

0.0 

正規化エンジン回転数(%)

α"，b，， 1.18[州内

α田 1.23[m/s司

原付2種(CV丁寧、 PMR=34.9[kW/t])

5.0 

4.0 

1.0 

0.0 

正規化エンジン回転数(%)

岡田岡山 町帥"1.03[m/s可

四ー・ lα95 O.82[m/sヰ

α山 b，"1.43[m/s司

α95 1.25[m/sヰ

注:凶小型二輪及び軽二輪については、 45<V<55[km/h]かつα>O[m/s2]のデー夕、原付2種及については、

35<V<45[km/h]かつα>O[m/s2]のデータを解析
-頻度は正規化エンジン回転数について5%、加速度についてO.05[m/刊のメッシュでの出現割合を示す。



次期加速走行試験法におけるカテゴリ

PMR壬25 125くPMR孟50 50くPMR

原付1種(50cc以下) 0I  0 

0 原付2種(125cc以下)

l騒闘車〈持率. 。
。

※自工会調べ

原付1種(500c以下) 原付2種(125cc以下)

PMR(kw/t) 71.6 

399 

19.5 

49 

34.9 

107 

111.1 

249 排気量(00)

ー-‘
N 

対
運
首
脳
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4
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13.型式指定車等及び非型式指定車等の規制値の推移
(二輪車・加速走行騒音規制)

原付一種|原付二種| 軽二輪 |小型二輪

クラス1I クラス2I クラス3

時
一
輔

副

E
『
一
由
比

{
疋
一
己
目

b
日

-
4
1

出
一
割

w
R
Z
凶
』
に
a

d日)
95 

90 

86 

80 
83 

79一一一
78 」一寸 -

H22.4.1より組問み}ー
ト町周回目・

75 

干トーーー一

75 

72 
73 

71 

851 856 861 H3 H8 H13 H18 H23 

85 

80 

75 

70 
846 

一一二輪自動車(25000超) 一一ー二輪自動車(25000超) 一一原動機付自転車 一一原動機付自転車

(霊式指定車) (非型式指定草) (裂式認定草) (非型式認定車)



14.加速走行騒音低減技術

-エンジン E駆動系の対策の例

エンジン下面遮音カバー

(出典)スズキ資料

-排気系の対策の例

排気管の多重構造化

(出典)本田技研工業資料

-吸気系の対策の例
吸気管の多重構造化

司..骨穂れ

(出典)本田技研工業資料

カバー類のダンピング構造 低騒音チェーン

(出典)スズキ資料 (出典)本田技研工業資料

排気管の制振
吸音材の装着

?1同 行
ど幸~こす寺酬 Ht;.IQ""醐閣制仲時齢制問.11 

...... ... 守eTK. (出典)スズキ資料

(出典)ヤマハ発動機資料

l 

レゾネータの採用
吸音材の装着

(出典)川崎重工業資料
(出典)スズキ資料
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15.規制年度別の加速走行騒音の音源別寄与度

20% 

0% 

100% 

60% 

40% 

20% 

0% 

E ・・-，"';V"l田圃・・

1.璽園

84o年規制
1971 

851年規制
1976 

854年規制
1979 

8oO年規制
1985 

大型車

H13年規制
2001 

出展自動車交通と騒音第7版((社)日本自動車工業会)より抜粋
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17.タイヤ道路騒音発生メカニズム及び発生源別寄与率

パターンノイズ以外の音接地摩擦振動音

路面空隙によるヱアポンピング音

路面回凸による加振音

パターン加振音

車両騒音

じ...，~.'空fヤ遺憾厳遣を1踏襲滋力二ズ!jh;::;
パターン溝共鳴音 I I 

トパターンノイズ

路面図凸による加振音

ド長吾Fデ亨干J

fd弘、 .-71->1-y.I"¥，、?
2 [五~、 I轟

3 [玉、lメ、
2 I-/.、 〆、、 、，
2 

3[ぷrμ以 4ノ
lヲロック振動による音 l

パターン加振音

主溝

タイヤ騒音の発生源別寄与率
100 

パターン以外の音

パターン加振音

パターン溝共鳴音

80 

60 

40 

20 

音
源
寄
与
率

9も

140 120 80 100 

走行速度 km/h

60 40 

。

v タイヤ/路面騒音の発生源別寄与率(PCラジアル一般ブ‘ロックの例)

(社)日本自動車タイヤ協会「タイヤ道路騒音についてJより抜粋



18.タイヤの要求性能及び騒音低減技術の背反性能
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運動性能 1 4 
ウ工ツ地能 | 長
転がり樹元， め

耐性 l~ 久に れ

---1 乗り心地 | 量
~I 耐摩耗性 I 性求
-----刈 耐偏摩耗 |能

タイヤ騒音低減技術の背反性能

要素区分 騒音低減技術・手法
効果

背 反 性 能
共鳴音 加振替 その他

溝容積減少:短、浅、狭(特にラグは短) 。 ム
ウェット性能、摩耗・偏摩耗、
転がり抵抗(燃費)・コスト

横方向溝 溝内形状最適化共鳴・加振の制御 。 ム

接地面前端溝角度・左右溝位相の最適化 ム 。 偏摩耗

溝容積減少:本数減、浅、狭 。 ウヱツト性能、摩耗・偏摩耗、
転がり抵抗(燃費)・コスト

トレッド
縦方向溝 溝ジグザグ振幅小 。 偏摩耗

パ事ーン
溝内形状最適化、溝位置最適配置 ム 竃進安定性A 

特殊溝 溝内特殊工夫仕切、ダミー配置など 。 ウェット性能、傭摩耗

サイプ・枝溝 減少、除去 。 ウェット性能、偏摩耗

周上ピッチ数減少 。。 ウェット性能、偏摩耗、

転がり抵抗(燃費)・コスト
ピッチ

ピッチバリエーション:ランダム配置 ム 偏摩耗

0効果穴、 A効果小 [備考〕ウエット性能には雪氷上性能を含む

(社)日本自動車タイヤ協会「タイヤ道路騒音について」より作成



19.タイヤ騒音低減技術

低減技術例:溝体積の削減

=溝の深さまたは帽を小さくして溝体積を削減し、パターン溝気柱共鳴を抑制する。

E 背反により低下が予想される性能としてウェット性能、耐摩耗性、耐偏摩耗、転がり
抵抗(燃費)等がある。

タイヤと路面の衝突による加振や

溝内空気の圧縮等の入力により、

タイヤ溝と路面に挟まれた筒状の

空間の中で気柱共鳴が生じて騒

音が放射される。

低減技術例:横溝減

-横溝の幅を小さくするまたは数を減らすことにより、パターン加振音およびパタ
ーン溝気柱共鳴の元になる加振入力を抑制する。

-背反により低下が予想される性能としてウェット性能、耐摩耗性、 耐偏摩耗、転
がり抵抗(燃費)等がある。

車両の進行方向

e・

加振入力が発生功タイヤ各部の振動

タイヤと路面が接地を始める部分
において、横溝による不連続によ
り加振入力が発生し、それがタイ

、ヤ各部の振動を引き起こして騒
音が放射される。
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ミクロ交通流モデルによる試算結果
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二輪車用タイヤの寄与度
N 
_. 

首 韓 罫
柵
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タイベ7A タイヤB タイヤA タイヤB タイヤA タイヤB
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さ100
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36 
タイヤ騒音の寄与率(%)
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10拍[."，110xlOO 
21 
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圃圃圃・・ -・圃・
13 圃圃圃圃 LcB:惰行(牽引法)による騒音レベル

LPB :定常走行騒音のレベル

タイヤA タイヤB タイヤA タイヤB タイ吋7A タイヤB
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二輪車の月間走行距離

タイプ | スクータータイプ ビジネス オンロードスポーツタイプ
タイプ

排気量| 50cc以下 |251cc以上 50cc以下 251~400cc 1 751cc以上

車種

の例

訟 判官
スズキ ホンダ

|ヤマハ JOG|スカイウエイブ スーハ。-:10'50.1 CB400SF 1 ZRX1200 

月間走
行距離| 205 436 275 398 465 

-

(km) 

注本表は代表的なタイプ・排気量を示しており、全てを網羅しているものではない。

(参考) 自家用乗用車の月間走行距離
普通・小型乗用車:766km 
軽乗用車:613km

出典二輪車の月間走行距離については2009年度二輪車市場動向調査((社)日本自動車工業会)
自家用乗用車の月間走行距離については平成21年度自動車輸送統計年報(国土交通省)を基に算出
また、二輪車の写真については、各社ホームページより引用

N 

N 

オフ日 |二輪車全体 |ll
円安打。 需
126~250cc 1 18 

通
言""冒幽

1、
トリッカー

393 270 
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自動車の国際基準調和

回
型
柵
S
困
頚
桝
様
盟
苫

-国連の欧州経済委員会には自動車基準の国際的な統一を図る組織として、自動車基準調和世

界フォーラム(WP29)が設置されている。 WP291こは6つの基準の分野ごとに専門家会議がおか
れている。WP29では、 1958年協定、 1998年協定に基づく車両の構造に関する規則の制定・改
訂作業を行うとともに、それそされの協定の管理・運営を行っている。

専門家会議の1つであるGRBにおいては、自動車騒音に関する基準調和についての検討が実

施されている。

国際連合(UN)

0車両等の型式認定相互承認協定
(1958年協定)

.us非加盟

・基準調和+相互承認
幽日欧の他、豪州、韓国等46か国、 1地域が加入

0車両等の世界的(グローパル)技術規則協定
(1998年協定)

.us加盟

幽基準調和のみ

開日米欧の他、中園、韓国、カナダ等28か国、 1地域が加入

欧州経済委員会(ECE)
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26.諮問(平成 17年 6月)

中央環境審議会

会長 鈴木造幸之殿

明ご

鱈問第 1 5 9 号

環智総発第050629001号

平成 17年 6J!29日

jtLJ藤間
~~J 

今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について{諮問)

環境基本法第41条第2項第2{予の規定1<::義づき、次のとおり諮問する.

f今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について、貴審議会の意見を求める.J

{諮問理凶〉

自動車騒音対策については、騒音規制法第 16条及び中央環境審議会答申

『今後の自動車騒普低減対策のあり方について(自動車単体対策関係)J (平

成 7年 2月 28日)に基づき、自動車単体騒音規制が逐次実施、強化されてき

たところである，

とれにより、新車の騒音規制については、規制が隣始された昭和 46年当時

と比般して、エネルギ』換算で最大 84%低減されている.

しかしながら、近年の自動車交通騒音に係る漂境基潜達成状況の経年変化は、

概ね横ばい傾向であるほか、自動車騒音1<::対する苦情も後を純たない状況にあ

る.

との背景として、自動車保有台数、自動車交通量の増大によるほか、一部の

使用過程事等に対する騒音対策が十分に効9牲をよげていないこと。も考えられる，

これらのことから、使用過程車の騒音対策をは乙めとして、今後の自動車単

体騒音低減対策のあり方について、中失環境審議会の意見を求めるものである.



27. 検討の経緯

( 1 )自動車単体騒音専門委員会における審議経緯(第二次報告関連)

O第7困(平成21年6月25日)

( 1 )今後の騒音対策の進め方について(最終答申に向けて)

0第B回(平成22年8月 19日)

(1)最終答申に向けた検討事項の状況について(平成 21年度調査結果)

0第9回(平成 23年6月 14日)

( 1 )最終答申まで句要議の進め方について

( 2)二輪車の加速走行騒音規制について

(3 )タイヤ単体騒音対策検討会の進捗状況について

0第 10回{平成23年9月15日)

( 1 )二輪車の加速走行騒音規制について

0第 11回(平成24年1月24日)

( 1 )二輪車の加速走行騒音規制について

0第 12回(平成24年2月21日)

( 1 )タイヤ単体騒音対策検討会とりまとめ概要(報告)、

(2 )今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第二次報告案)

(2 )作業委員会等における審議経緯(第二次報告関連)

0第 11回(平成21年5月28日)

(1)今後の騒音対策の進め方について(最終答申に向けて)

( 2)検討事項についての現状(平成 20年度調査結果)

0第 12回(平成22年6月28日)

( 1 )最終答申に向けた検討事項の現状について(平成 21年度調査結果)

0第 13回(平成23年5月26日)

(1)最終答申までの審議の進め方について

(2) タイヤ単体騒音対策検討会の進捗状況について



(3 )二輪車の加速走行騒音規制について

0第 14回(平成23年8月23日)

( 1 )二輪車の加速走行騒音規制について

(2 )タイヤ単体騒音対策検討会の進捗状況報告

(3 )後付消音器(マフラー)性能等確認制度の状況報告

0第 15回(平成 23年 10月11日)

( 1 )自動車メーカーヒアリングについて(二輪車)

0第 16回(平成23年11月7日)

(1)四輪車の加速走行騒音規制について

( 2)二輪車追加メーカーヒアリング(回答)等について

0第 17回(平成23年 11月28日)

(1)日本自動車工業会ヒアリング

0第 18回(平成 23年 12月1日)

( 1 )日本自動車輸入組合ヒアリング

0第 19回(平成23年 12月 15日)

( 1) ECE R51-03の規制値について(日本提案)

(2 )二輪車の新加速走行騒音規制について

0第20回(平成24年2月 16日)

(1 )タイヤ騒音対策検討会とりまとめ概要(報告)

(2 )自動車単体騒音専門委員会第二次報告書(案)

(3) GRB55結果概要報告

(3 )タイヤ単体騒音対策検討会における検討経緯

0平成21年度第 1回(平成21年 11月 11日)

( 1 )タイヤ単体騒音規制導入の検討の進め方について

0平成21年度第2回(平成22年3月5日)

(1 )圏内のタイヤの騒音実態調査の結果について

(2 )タイヤ単体騒音規制導入による道路交通騒音低減効果予測について

(3 )今後の調査計薗等について

0平成22年度第1回(平成22年 10月6日)



( 1 )タイヤ騒音・自動車騒音の低減技術等に関するヒアリング

O平成22年度第2回(平成23年2月22日)

( 1 )二輪車のタイヤ単体騒音に関する検討

(2 )タイヤ単体騒音対策による規制効果予測について

(3).ECE R117の改正の状況について

O平成23年度第1回(平成23年7月27日)

( 1 )タイヤ単体騒音規制の導入による効果予測(暫定版)について

( 2)今後の検討会の進め方について

(3 )国内タイヤメーカーヒアリングについて

0平成23年度第2回(平成23年 12月26日)

( 1 )タイヤ単体騒音規制の圏内導入について

(2 )タイヤ単体騒音規制の適用方法及び規制時期について

(3 )タイヤ単体騒音対策検討会報告書の骨子(案)について

0平成23年度第3回(平成24年 1月27日)

( 1 )タイヤ単体騒音対策検討会とりまとめ(報告)


